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皆さまの個人情報を安全に保管・管理し、取り扱い
については、細心の注意をもって取り組んでいます

亀田総合病院健康保険組合は

亀田総合病院健康保険組合

　亀田総合病院健康保険組合（以下「当組合」という。）に
おきましては、被保険者やその家族（以下「加入者」という。）
からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人
情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組
合に請求される「診療報酬明細書（以下「レセプト」とい
う。）」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際
の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベー
スを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
　当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康
保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もし

くは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的
とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」
こととなります。
　しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データ
など医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、
加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省
が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的
とすることが望ましいこととされております。
　したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や
利用方法について、次のように公表いたします。

亀
田
総
合
病
院
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る

個
人
情
報
の
利
用
目
的
と
利
用
方
法

　

�

適
用
関
係
の
各
種
届
出
な
ど
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
当
組
合
業
務
に
利
用
し
ま
す
。

◦�

当
組
合
加
入
時
の
「
被
保
険
者
資
格
取
得

届
」、「
被
扶
養
者
（
異
動
）
届
」
の
記
載
事

項
（
被
保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
性
別
、
住
所
、
基
礎
年
金
番
号
、

報
酬
月
額
等
）
を
中
心
に
入
力
処
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
加
入
者
台
帳
な
ど
「
マ
ス
タ

ー
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
『
マ
ス
タ
ー
』
と

い
う
。）」
を
作
成
し
、
当
組
合
の
業
務
処
理

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
デ
ー
タ
を
収
納
、
健
康

保
険
業
務
全
般
に
利
用
し
ま
す
。

◦�「
被
扶
養
者
（
異
動
）
届
」
の
提
出
に
際
し
て
、

課
税
・
非
課
税
証
明
書
、
在
学
証
明
書
な
ど

の
収
入
等
判
定
書
類
に
よ
っ
て
、
認
定
作
業

を
行
い
ま
す
。

◦�「
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」
の
際
に
、
健
康
保

険
被
保
険
者
証
・
資
格
確
認
書
を
返
還
し
て

い
た
だ
き
、
チ
ェ
ッ
ク
の
上
、
一
定
期
間
保

存
後
に
廃
棄
処
分
に
し
ま
す
。

◦�「
マ
ス
タ
ー
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
に

変
更
や
追
加
が
あ
る
と
き
は
、
適
用
関
係
に

関
す
る
変
更
（
訂
正
）
届
出
に
よ
り
、
デ
ー

タ
の
変
更
等
を
行
い
ま
す
。

◦�「
マ
ス
タ
ー
」
を
用
い
て
、
給
付
デ
ー
タ
、
レ

セ
プ
ト
デ
ー
タ
、
健
診
デ
ー
タ
等
と
連
動
さ

せ
て
、
給
付
の
支
払
い
等
の
チ
ェ
ッ
ク
、
医

療
費
通
知
、
各
種
保
健
事
業
実
施
の
た
め
の

対
象
者
抽
出
や
加
入
者
の
連
絡
等
に
も
利
用

し
ま
す
。

◦�「
マ
ス
タ
ー
」
の
住
所
、
氏
名
等
の
連
絡
先
を

用
い
て
、
当
組
合
の
資
格
喪
失
後
も
必
要
に

応
じ
て
、
届
出
等
に
記
載
さ
れ
た
連
絡
先
に

連
絡
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◦�

医
療
機
関
や
他
の
保
険
者
（
市
区
町
村
、
年

金
事
務
所
を
含
む
）
か
ら
資
格
喪
失
か
否
か

な
ど
保
険
診
療
の
照
会
が
あ
っ
た
場
合
、
相

手
先
確
認
の
上
、「
マ
ス
タ
ー
」
の
被
保
険
者

等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、

資
格
取
得
日
、
資
格
喪
失
日
な
ど
、
有
資
格

者
か
資
格
喪
失
者
か
に
つ
い
て
回
答
し
ま
す
。

◦�

資
格
喪
失
者
の
資
格
喪
失
後
の
受
診
な
ど
が

疑
わ
れ
る
場
合
、
他
の
保
険
者
や
医
療
機
関

と
の
重
複
給
付
調
整
の
た
め
、「
マ
ス
タ
ー
」

の
被
保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年

月
日
、
性
別
、
資
格
取
得
日
、
資
格
喪
失
日

な
ど
に
つ
い
て
、
他
の
保
険
者
等
に
照
会
し

確
認
し
ま
す
。

◦�「
算
定
基
礎
届
」、「
月
額
変
更
届
」
に
よ
る
デ

ー
タ
を
「
マ
ス
タ
ー
」
に
取
り
込
み
、
保
険

料
（
調
整
保
険
料
、
介
護
保
険
料
を
含
む
）

の
徴
収
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
届
出
の
際
に
、

事
業
主
に
給
与
・
賞
与
台
帳
等
の
提
出
を
求

め
、
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

◦�「
マ
ス
タ
ー
」
作
成
及
び
入
力
処
理
の
一
部
、

資
格
確
認
書
の
発
行
、
保
険
料
納
入
告
知
書

等
の
作
成
を
健
康
保
険
業
務
シ
ス
テ
ム
業
者
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「
公
益
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
」
に
委
託
し
て
い
ま

す
。

◦�

健
診
受
診
申
し
込
み
者
に
つ
い
て
、「
マ
ス
タ
ー
」
の
被

保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、

住
所
デ
ー
タ
を
契
約
健
診
機
関
「
医
療
法
人
鉄
蕉
会
ほ

か
２
社
」
及
び
同
機
関
提
携
健
診
機
関
に
渡
し
、
健
診

結
果
の
送
付
に
利
用
し
ま
す
。

　

�

現
金
給
付
等
の
給
付
関
係
申
請
書
類
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
当
組
合
業
務
に
利
用
し
ま
す
。

◦�

業
務
処
理
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
デ
ー
タ
を
入
力
し
、
申

請
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
適
正
な
給
付
決
定
処
理
を
行

い
ま
す
。

◦�

給
付
記
録
を
デ
ー
タ
入
力
保
存
し
、
以
降
の
申
請
チ
ェ

ッ
ク
に
用
い
ま
す
。

◦�

出
産
育
児
一
時
金
の
請
求
者
に
つ
い
て
、「
マ
ス
タ
ー
」

の
被
保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
住
所
デ
ー
タ
を

用
い
て
、育
児
書
『
赤
ち
ゃ
ん
と
！
』
を
送
付
し
ま
す
。

◦��

出
産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
請
求
者

に
つ
い
て
、
他
の
保
険
者
と
の
重
複
給
付
調
整
の
必
要

上
、
他
の
保
険
者
に
「
マ
ス
タ
ー
」
の
被
保
険
者
等
の

記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ど
を
照
会
し
、
給
付

決
定
し
ま
す
。

◦��

他
の
保
険
者
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児

一
時
金
の
請
求
の
有
無
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
場

合
、
相
手
先
確
認
の
上
、
申
請
、
給
付
の
有
無
に
つ
い

て
回
答
し
ま
す
。

◦��

傷
病
手
当
金
の
請
求
者
に
つ
い
て
、
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ

を
用
い
て
確
認
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
主
治
医
に
治
療

状
況
等
を
確
認
ま
た
は
訪
問
調
査
し
、
給
付
の
決
定
を

行
い
ま
す
。

　

�

レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
よ
り
Ｃ
Ｓ
Ｖ
情
報
で
請
求
さ
れ
た
も
の
は
、
そ

の
も
の
を
原
本
ま
た
は
画
像
と
し
、
紙
レ
セ
プ
ト
は
、

当
組
合
で
パ
ン
チ
入
力
し
、
本
体
部
分
は
イ
メ
ー
ジ

ス
キ
ャ
ナ
ー
に
て
読
み
取
り
を
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
た
も
の
を
当
組
合
の
業
務
処
理
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
に
収
納
し
、
健
康
保
険
業
務
に
利
用
し
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
請
求
内
容
に
疑
義

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
に
対
し
、
再
審
査
依
頼
し
ま
す
。

◦�

再
審
査
依
頼
の
中
で
、
資
格
喪
失
後
の
受
診
が
疑
わ
れ

る
場
合
は
、
医
療
機
関
に
確
認
す
る
た
め
、
医
療
機
関

に
組
合
名
、
被
保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年

月
日
、
資
格
喪
失
日
、
受
診
日
な
ど
を
伝
え
、
確
認
を

取
り
ま
す
。

◦�
同
様
に
、
高
額
療
養
費
の
支
給
が
予
想
さ
れ
る
患
者
の

公
費
負
担
や
自
治
体
医
療
費
助
成
の
有
無
等
に
つ
い
て
、

医
療
機
関
に
確
認
す
る
た
め
、
医
療
機
関
に
組
合
名
、

被
保
険
者
等
の
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ど
を

伝
え
、
確
認
を
取
り
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
医
療
費
分
析
に
用
い
、
当
組
合
の

医
療
費
適
正
化
対
策
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、
健
康
診

断
後
の
事
後
指
導
や
生
活
習
慣
病
予
防
教
育
の
対
象
者

抽
出
に
利
用
し
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
基
に
、
同
月
内
に
複
数
の
医
療
機

関
に
受
診
さ
れ
て
い
る
加
入
者
を
抽
出
し
、
指
導
を
行

い
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
基
に
、
高
額
療
養
費
の
支
給
決
定

を
行
い
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
参
考
に
し
、
傷
病
手
当
金
の
支
給

決
定
を
行
い
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
参
考
に
し
、
柔
道
整
復
療
養
等
の

療
養
費
、
第
二
家
族
療
養
費
の
支
給
決
定
を
行
い
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
参
考
に
し
、
埋
葬
料
、
家
族
埋
葬

料
の
支
給
決
定
を
行
い
ま
す
。

◦�

開
示
請
求
の
際
に
も
、
そ
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
出
力

し
、
対
応
し
ま
す
。
な
お
、
開
示
請
求
に
当
た
っ
て
、

本
人
以
外
の
場
合
は
、
開
示
請
求
手
続
き
に
則
り
、
認

め
ら
れ
た
者
の
み
に
開
示
し
ま
す
。

◦�

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
基
に
、
健
康
保
険
業
務
シ
ス
テ
ム

業
者
公
益
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
に
委
託
し
、
医

療
費
通
知
を
加
入
者
に
通
知
し
ま
す
。

◦���

交
通
事
故
等
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
保
険
診
療
を
受

け
た
場
合
は
、
損
害
保
険
会
社
に
当
該
患
者
の
レ
セ
プ

ト
の
コ
ピ
ー
を
医
療
費
の
証
明
と
し
て
提
出
し
ま
す
。

◦���

海
外
で
医
療
を
受
け
ら
れ
た
方
の
医
療
費
明
細
書
等
を

日
本
語
に
翻
訳
す
る
た
め
、
外
部
翻
訳
業
者
に
委
託
し

ま
す
。

◦�

健
保
連
が
実
施
す
る
高
額
医
療
給
付
の
共
同
事
業
に
申

請
す
る
た
め
、
レ
セ
プ
ト
の
コ
ピ
ー
と
そ
の
内
容
の
一
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人
事
考
課
等
人
事
に
関
す
る
書
類
は
、厳
重
に
保
管
し
、

人
事
異
動
な
ど
の
際
に
用
い
ま
す
。

◦�

組
合
会
議
員
名
簿
、
理
事
名
簿
は
組
合
会
、
理
事
会
の

開
催
時
等
の
連
絡
に
用
い
ま
す
。

◦�

事
業
所
担
当
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
担
当
者
説

明
会
や
健
康
管
理
事
業
推
進
委
員
会
、
そ
の
他
個
別
の

業
務
連
絡
な
ど
に
用
い
ま
す
。

　

�

特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て

　

特
定
個
人
情
報
と
は
、
個
人
番
号
（
通
称
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
」）（
個
人
番
号
に
対
応
し
、
当
該
個
人
番
号
に
代
わ

っ
て
用
い
ら
れ
る
番
号
、記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、

住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
を
含
む
）
を
そ
の
内
容
に
含

む
個
人
情
報
を
指
し
ま
す
。

　

特
定
個
人
情
報
は
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
行
政
機
関
等
の

行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
の
間
で
情
報
連
携
を
実
施
す
る

（
例
：
当
組
合
の
扶
養
認
定
に
際
し
、
市
区
町
村
よ
り
課

税
・
非
課
税
情
報
の
提
供
を
受
け
る
）
等
、
利
用
範
囲
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
番
号
法
で
定
め
る
利
用
範
囲
に
お
い

て
特
定
し
た
利
用
目
的
を
超
え
て
、
利
用
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
番
号
法
に
定
め
る
利
用
範
囲
を
超
え
る
場
合
、

特
定
個
人
情
報
か
ら
個
人
番
号
を
マ
ス
キ
ン
グ
、
削
除
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

　

�

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
つ
い
て

　

当
組
合
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
は
、
政
府
が
医
療

部
を
記
載
し
た
申
請
書
を
健
保
連
・
交
付
金
交
付
事
業

グ
ル
ー
プ
・
高
額
医
療
担
当
に
送
付
し
、
医
療
費
の
助

成
を
受
け
ま
す
。

◦�

複
数
の
健
保
組
合
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
点
検
研
修
会
の
事

例
と
す
る
た
め
、
個
人
情
報
を
消
し
た
上
で
、
教
材
と

し
て
用
い
ま
す
。

　

�

健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
健
診
受
託
業
者
の
医
療

法
人
鉄
蕉
会
及
び
社
会
福
祉
法
人
太
陽
会
、
並
び

に
医
療
法
人
社
団
プ
ラ
タ
ナ
ス
に
業
務
委
託
し
て

実
施
し
ま
す
。

◦�

結
果
数
値
に
つ
い
て
は
、
受
診
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
数
値
デ
ー
タ
を
健
診
受
託
業
者
か
ら
受
け
取

り
、
当
組
合
の
業
務
処
理
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力
し
、

健
康
診
断
後
の
事
後
指
導
や
生
活
習
慣
病
予
防
教
育
の

対
象
者
抽
出
に
利
用
し
ま
す
。

◦�

当
組
合
は
、
事
業
主
と
の
共
同
事
業
と
し
て
、
健
康
診

断
を
実
施
し
て
お
り
、
被
保
険
者
の
健
診
結
果
数
値
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
全
て
事
業
主
に
も
連
絡
し
、

双
方
で
そ
の
デ
ー
タ
を
保
有
し
、
被
保
険
者
（
従
業
員
）

の
健
康
管
理
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

◦��

健
診
結
果
デ
ー
タ
を
「
マ
ス
タ
ー
」
に
保
存
し
、
今
後

の
デ
ー
タ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
康
管
理
事

業
や
保
健
指
導
の
参
考
資
料
と
し
ま
す
。

　

�

役
職
員
人
事
関
係
デ
ー
タ
及
び
組
合
会
議
員
名
簿
、

事
業
所
担
当
者
名
簿
に
つ
い
て

◦�

組
合
役
職
員
の
就
任
・
採
用
に
関
す
る
書
類
は
、
使
用

後
、
厳
重
に
保
管
し
ま
す
。

◦�

役
職
員
の
報
酬
に
関
す
る
書
類
は
、
厳
重
に
保
管
し
、

源
泉
徴
収
等
の
処
理
に
用
い
ま
す
。

保
険
制
度
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
に
推
進
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、こ
の
シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
１
つ
と
し
て
、

当
組
合
に
加
入
す
る
前
に
加
入
し
て
い
た
保
険
者
（
以
下

「
旧
保
険
者
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
）
第
20
条

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
特
定
健
康
診
査
の
情
報
を
、
当

組
合
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
当
組
合
に
情
報
提
供
に
関
す
る
不
同
意
の
申

請
を
行
っ
た
場
合
は
、
旧
保
険
者
か
ら
当
組
合
に
対
し
て

情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
当
組
合
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

保
存
管
理
、
廃
棄
・
消
去
な
ど
を
行
い
ま
す
。

♥︎
　
♡
　
♥︎

⑴�

各
種
届
出
、
申
請
書
類
、
レ
セ
プ
ト
等
の
紙
に
記
載
さ

れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
入
力
処
理
が
終
わ
っ
た

際
、
当
組
合
の
文
書
管
理
規
程
に
則
り
、
規
定
保
存
年

数
ま
で
倉
庫
に
保
存
し
、
確
認
等
の
必
要
が
あ
る
時
以

外
は
保
管
場
所
か
ら
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

　

�

ま
た
、紙
以
外
の
媒
体
に
よ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

紙
以
外
の
媒
体
に
よ
る
保
存
に
係
る
運
用
管
理
規
程
に

則
り
、
適
正
に
保
存
管
理
を
行
い
ま
す
。

⑵�

規
定
の
保
存
年
数
を
経
過
し
た
個
人
デ
ー
タ
や
処
理
が

終
わ
り
不
要
と
な
っ
た
個
人
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
紙

の
書
類
は
読
み
と
れ
な
い
大
き
さ
に
裁
断
し
、
大
量
個

人
デ
ー
タ
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
委
託
業
者
「
株
式
会

社
日
本
パ
ー
プ
ル
」に
委
託
し
、溶
解
処
理
を
行
い
ま
す
。

　

�

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
磁
気
媒
体
の
廃
棄
に
つ
い
て
も
、

デ
ー
タ
消
去
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
が
読
み
と
れ
な

い
よ
う
に
し
て
、
廃
棄
ま
た
は
リ
ー
ス
返
却
し
ま
す
。

　

�

な
お
、
当
組
合
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

当
組
合
が
実
施
す
る
健
康
保
険
事
業
以
外
に
は
用
い
ま

せ
ん
。



このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、下記・健康保険組合事務局までお願いいたします。
亀田総合病院健康保険組合　〒260-0014　千葉市中央区本千葉町３-１

TEL 043-225-3811　FAX 043-225-0800

亀田総合病院健康保険組合は、加入者個人に関する情報（以下「個人情報」という。）を
適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

⒈当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、
加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損または加入者の個人情報への不正なアクセスを防止
することに努めます。

⒉当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進な
ど加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号につい
ては、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。

⒊当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を
第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」
という。）については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いた
しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」
（平成15年5月30日・法律第57号）第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同
意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

⒋当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情
報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

⒌当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直
し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分
審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

⒍加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口ま
でご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

⒎当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとと
もに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

亀田総合病院健康保険組合プライバシーポリシー


